


















27. 様々なプロセスを経てCO2削減へ寄与する炭素税

炭素税とは、二酸化炭素の排出主体に対して排出量に応じた負担を求め、排出削減を目指す
手法である 環境税の 種であり 温暖化対策の中では排出権取引と共に経済的手法に分類手法である。環境税の一種であり、温暖化対策の中では排出権取引と共に経済的手法に分類
される。
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炭素税による排出削減のプロセスは以上のようになっており、低炭素型社会を実現することによ
り排出削減をもたらす仕組みだといえる。

29



28. 欧州では10年以上前から導入されている炭素税

国名 名称 導入年 概要 使途

フィンランド CO2税 1990 燃料・電気について炭素含有量に応じて課税 一般財源 所得税減税フィンランド CO2税 1990 燃料・電気について炭素含有量に応じて課税。 一般財源、所得税減税

スウェーデン CO2税 1991
石炭燃料・鉱物油等に課税。税率は炭素含有量
に依存。産業部門には減税措置が多い。

一般財源、所得税減税

ノルウェー CO2税 1991
一部を除く化石燃料について、既存エネルギー税
に上乗せ。石炭・天然ガスについては新設。

一般財源
に上乗せ。石炭 天然ガスについては新設。

デンマーク CO2税 1992
ガソリンを除き、ほぼ炭素含有量に応じた額を既
存エネルギー税に上乗せ。産業向けに軽減措置
有。また、協定を結んだ企業に更なる軽減有。

社会保険雇用者負担の削減財源、
中小企業に対する還付金etc.

オランダ 一般燃料税 1990
各エネルギーについて、炭素含有量に応じた額を

存 ギ 税
一般財源オランダ 般燃料税 1990 既存エネルギー税に上乗せ。

般財源

〃
エネルギー

規制税
1996

軽油・LPG・灯油・天然ガス及び電力について、一
般燃料税に加えさらに上乗せ。

低所得者層の所得税率引き下げ、社会
保険雇用者負担軽減、環境投資の支援
etc.

年金保険料の軽減がメイン CO2建物改

ドイツ 環境税制改革 1999
石炭を除く各種の石油・天然ガス系燃料に対する
既存の鉱油税を増税。電気税の新設。

年金保険料の軽減がメイン。CO2建物改
築プログラム、再生可能エネルギーの普
及etc.

イギリス 気候変動税 2001
既存エネルギー税が課税されていないLPG・天然
ガス・電力・石炭に課税。協定を結んだエネル
ギー多消費産業は軽減

雇用者の国民保険の負担軽減がメイン。
エネルギー効率対策プログラム、省エネ
投資に対する法人税等の控除拡大etcギ 多消費産業は軽減。 投資に対する法人税等の控除拡大etc.

（備考） 環境省「環境税について考えよう」の6頁 [ http://www.env.go.jp/policy/tax/panf1706.pdf ] および横浜市「諸外国における環
境関連税制等に関する資料」の2頁 [http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/kenkyukai/pdf/02-
07gaikokukankyouzei.pdf ] などをもとに作成。

日本と欧州では経済事情が異なるとはいえ、京都議定書の削減目標の達成が困難な今、欧州のケースを参考
にしながら、炭素税を選択肢の一つとして本格的に議論することが必要になってきているのではないだろうか。
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29. 経済優先派から様々な批判がある炭素税導入

•炭素税導入により生産コストが増えるため、非導入国に対し、競争力が低下する。特にエネルギー集

国際競争力の低下

約型産業は打撃を受ける。またこれから派生する問題として、規制が緩い海外への工場移転により世

界全体の排出量が増大する炭素リーケージも懸念される。

•税収を法人税などの減税などに用いる、軽減措置を設けるといった方法で競争力低下を防ぐことが

可能。 また、WTOとの兼ね合いで難しいが、国境税調整という手法も考えられている。

•生産コストの増大は、雇用縮小につながる。また、家計の購買力も低下し、経済成長が妨げられる。

•税収を、所得税の減税、社会保険料の雇用者負担軽減に用いることで、悪影響を緩和できる。

経済成長への悪影響

税収を、所得税の減税、社会保険料の雇用者負担軽減に用 る とで、悪影響を緩和できる。

•所得水準が低いほど所得に占めるエネルギー消費（光熱費・交通費）の割合が高くなるので、税負担

は低所得者ほど大きくなる

逆進性

は低所得者ほど大きくなる。

•税収を活用し、低所得者への補償をするといった対策が可能。

炭素税 効果 ネ ギ 需 価格弾力性 左右される 化 燃料 代替性が低 ため 弾力

価格弾力性

•炭素税の効果はエネルギー需要の価格弾力性に左右される。化石燃料は代替性が低いため、弾力

性は低く、価格効果は期待できないとする批判。その場合、削減のためには高税率が必要となる。

•新エネルギーの開発等で改善可能。また、長期的に見れば価格弾力性はそれほど低くないという指

摘もある。

なかでも、国際競争力の低下・経済成長への悪影響は産業界の反対を招いており、対策を講じることなしに
炭素税導入は難しい。税収をどのように使うかが鍵になる。 31



30. 税収中立型を基礎とする税制設計

炭素税をデザインするにあたっては、様々な係争点がある。主なものを以下にまとめた。

炭素含有量に応じて課税するだけでなく エネルギ 発熱量を加えるか否か

課税対象

• 炭素含有量に応じて課税するだけでなく、エネルギー発熱量を加えるか否か。

• 原子力発電の推進を容認するかどうか。

• 輸入業者や精製工場といった上流で課税するのか、消費者や工場といった下流で課税する

課税段階

か。

• 行政コストの面からは上流、アナウンス効果からは下流が優れている。

• 化石燃料の大部分を輸入に依存する日本は上流課税のメリットを享受しやすい。

ネルギ 需要の価格弾力性をどう見積もるかが鍵となる

税率

• エネルギー需要の価格弾力性をどう見積もるかが鍵となる。

• その他の税の減税に用いる税収中立型の他、環境対策の経費として目的税化（特定財源
化）する、一般財源として財政赤字を縮小するといったことも考えられる。

目的税化は財政の硬直化 政治 の不信感を招く

税収の使途

• 目的税化は財政の硬直化、政治への不信感を招く。

• 国際競争力低下を緩和するための軽減措置をとるかどうか。

• 軽減措置の導入は税制を複雑にし、行政コストを増大させる。

軽減措置

• 既存のエネルギー税を改革するのか、あるいは新税として導入するのか。

• 新税として導入する場合はエネルギー税とのバランスをどうとるかも争点となる。

• 既存税の改革の方が行政コストは少なくすむ。

導入方法

経済との両立を図るためには、税収を減税に充てる税収中立型が求められる。実際、欧州では税収中立型が採られている。
あとは、行政コストと政治的受容性・公正さのトレードオフを認識した上で、最適解をみつけていくことが求められる。
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31. 低くとどまっている日本の環境関連税率

炭素税の導入にあたって、税率は実際に排出量削減につながるのか、あるいは、経済への影響がどうなるのかと
いった観点から重要な争点となる。炭素税を導入している国々と日本の環境関連税制を比較すると以下のように
歴然とした差がある歴然とした差がある。

フィンランド デンマーク オランダ ドイツ イギリス 日本

CO2排出量1トン当たりのエネルギー課税の税率の比較（2008年7月現在）

税
率

ガソリン 43,481円 38,651円 47,780円 45,388円 45,543円 24,052円

軽油 22,374円 25,506円 25,632円 28,915円 40,368円 13,034円

重油 3,583円 17,429円 24,777円 26,333円 7,200円 753円率重油 3,583円 17,429円 24,777円 26,333円 7,200円 753円

石炭 3,375円 15,256円 865円 1,458円 1,083円 291円

天然ガス 1,622円 23,692円 12,002〜610円 587円 1,820円 400円

税収の対GDP比税収の対GDP比
(%)

3.3 4.8 3.6 2.5 2.6 1.7

（備考）
1. 税率：単位は円/二酸化炭素トン。1$=106円、1€=161円、1£=210円、1クローネ=0.208$として計算された値。
2 環境省「諸外国における取組の現状関係資料」（平成20年9月16日）より作成2. 環境省「諸外国における取組の現状関係資料」（平成20年9月16日）より作成。

[http://www.env.go.jp/council/16pol-ear/y164-02/mat03.pdf ]

また、各国は競争力維持等のために軽減措置を設けている。軽減措置は税による削減効果を減ずる上、税制が
複雑になるという欠点も持つ。このトレードオフを念頭におき、軽減措置は対象となる産業・分野を絞るべきだろう。
なお 本 は 環境省が 年 月 ような案を提 る
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なお、日本では、環境省が2008年11月に以下のような案を提示している。
税率：2,400円/炭素トン（約655円/二酸化炭素トン） 税収：約3,600億円 （注９）



32. 国際的な枠組みの中での炭素税のあり方の模索

今まで議論してきたのは国内における炭素税であるが、一国が炭素税を導入したからといって、二酸化炭素排
出が減る保証はない。むしろ、炭素リーケージ、環境ダンピング、底辺競争といった、排出増大につながる状況
に陥る恐れがあるとの指摘もある 一国単独での導入は国際競争力の観点からその国の産業界の反対を招きに陥る恐れがあるとの指摘もある。一国単独での導入は国際競争力の観点からその国の産業界の反対を招き
やすいという政治的困難を孕む。その対策として以下のような方法が考えられている。

••炭素税を実施している国が、輸入品に対して炭素税を課す一方、輸国内炭素税国内炭素税 出品から炭素税を免税にすることで、競争力の維持を図るもの。他
国に対しても温暖化対策を促す働きを持ち、削減に消極的な国を巻
き込むことができる。

•自由貿易の観点からすると、GATT体制において禁止されるべきか
否か明確な結論が得られていないという問題がある（GATT2条第2項、

国内炭素税
＋

国境税調整

国内炭素税
＋

国境税調整 同3条第2項、SCM協定第3条を巡る議論）。国境税調整国境税調整

上に挙げた炭素税導入に伴う諸問題は 各国の税率に差がある•上に挙げた炭素税導入に伴う諸問題は、各国の税率に差があるこ
とが原因である。そこで、共通の炭素税をかけるという方法が考えら
れる。

•国際炭素税は最も理想的な政策であるが、国家主権に関わる問題
であるので、交渉は国内のそれに比べ遥かに難しいものとなる。実
際 EUでも導入が検討されたが 実現には至らなか た

国際炭素税国際炭素税
際、EUでも導入が検討されたが、実現には至らなかった。

いずれの方法も現時点での実現可能性は低い。一方で国際炭素税は、08年6月の「福田ビジョン」を受け閣議いずれの方法も現時点での実現可能性は低い。 方で国際炭素税は、08年6月の 福田ビジョン」を受け閣議
決定された「低炭素社会づくり行動計画」に全世界的な気候変動対策の財源候補として盛り込またり、貧困対
策の財源となる国際連帯税の１つとして検討されるなど、新たな動きも出てきている。炭素税を単なる国内政策
ではなく、国際的なものへ発展させるための議論を積み重ねていくことも必要だ。 34



注のリスト

（注１）環境省 地球環境局「地球温暖化の影響・適応情報資料集」2009年2月、4, 5頁より
（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/effect_mats/full.pdf、アクセス日：2009年7月6日）

（注２）この文献は、（財）電力中央研究所主催の2008年度のエネルギー未来技術フォーラム「電気と低炭素社会～電中研におけるブレーク
スルーテクノロジー～」の予稿集である。スル テクノロジ 」の予稿集である。

（注３）環境省「地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による平成18年度温室効果ガス排出量の集計結
果」（2008年3月28日、2001年1月16日修正）の96頁による。
（ http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/kouhyo/h18/result.pdf、アクセス日：2009年5月11日）

（注４）環境省「排出取引インサイト 4 海外の国内排出量取引制度」のサイトによる（注４）環境省「排出取引インサイトー4. 海外の国内排出量取引制度」のサイトによる。
（ http://www.ets-japan.jp/ovs/index.html、アクセス日：2009年5月11日）

（注５）Europa Press releases, “Questions and Answers on the Commission’s proposal to revise the EU Emissions Trading System”, 
MEMO/08/35, Brussels, 23 January 2008.による。
（http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/35&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en、（http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference MEMO/08/35&format HTML&aged 0&language EN&guiLanguage en、
アクセス日：2009年5月11日）

（注６）生田孝史「急拡大するCO2排出権市場」『Economic Review』富士通総研、Vol. 12 No. 2, p. 116-117, 2008年4月による。
（ http://jp.fujitsu.com/group/fri/downloads/report/economic-review/200804/05-3.pdf、アクセス日：2009年5月11日）

（注７）原資料は 平成19年度年次経済財政報告「長期経済統計」 また グラフの資料は 環境省 地球環境局 市場メカニズム室「諸外国に（注７）原資料は、平成19年度年次経済財政報告「長期経済統計」。また、グラフの資料は、環境省 地球環境局 市場メカニズム室「諸外国に
おける排出量取引の実施・検討状況」（平成21年4月23日）の3頁をもとに作成。
（ http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/os-info/jokyo.pdf、アクセス日：2009年5月11日）

（注８）Point Carbon社「Carbon 2008」（2008年3月11日）の7頁のFigure 2.5の資料を抜粋。
（ http://www.pointcarbon.com/polopoly fs/1.912721!Carbon 2008 dfgrt.pdf、アクセス日：2009年5月11日）（ p // p /p p y_ / _ _ g p 、アクセス日 年 月 日）

（注９）環境省 中央環境審議会 地球環境部会（第80回）「『グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会』の開催について」（2008年
11月5日）の11頁より。
（ http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-80/ref03.pdf, アクセス日：2009年7月5日）
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